
山梨県ものづくり人材就業支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、本県の製造業における高度な知識又は技術を有する人材を確保及び育成するとともに、

これら技術系人材の県内定着を促進するため、県内の機械電子産業に就職した学生等の奨学金返還に

要する経費に対し、予算の範囲内で山梨県ものづくり人材就業支援事業費補助金（以下「本補助金」

という。）を交付するものとし、その交付に関しては、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県

規則第２５号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）大学等 大学、大学院、高等専門学校のうち、理学部、工学部（これらに準ずる学部、研究科、

学科等を含む。）をいう。 

（２）大学生等 大学等に在学する学生をいう。  

（３）既卒者 第６条に規定する申請（以下、「認定申請」という。）の時点で大学等を卒業後３年以 

内の者で、山梨県外にある企業（県内に本社を有する企業を除く。）に就業している者又は山梨 

県内にある企業を当該企業の都合で離職した者をいう。 

（４）対象業種 日本標準産業分類に規定する製造業のうち機械電子産業とし、次の表に掲げる業種

に分類される業種をいう。 

内容（日本標準産業分類における業種） 

中分類１８ プラスチック製品製造業 

中分類２４ 金属製品製造業 

  中分類２５ はん用機械器具製造業 

  中分類２６ 生産用機械器具製造業 

 中分類２７ 業務用機械器具製造業 

 中分類２８ 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

 中分類２９ 電気機械器具製造業 

 中分類３０ 情報通信機械器具製造業 

 中分類３１ 輸送用機械器具製造業 

 

（５）対象業種企業 県内に本社を有する対象業種に該当する中小企業、または対象業種に該当する

企業のうち、勤務先を山梨県に限定した採用を行っている企業。 

（６）対象事業所等 対象業種企業のうち県内にある本社、支社、支店、事業所等をいう。 

（７）県外事業所等 対象業種企業のうち県外にある支社、支店、事業所等をいう。 

（８）奨学金 独立行政法人日本学生支援機構法（平成１５年法律第９４号）第１４条第１項に規定

する第一種学資貸与金（以下「第一種奨学金」という。）及び第二種学資貸与金（以下「第二種

奨学金」という。）をいう。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、あらかじめ本補助金の支給の対象となる者（以下「支給対象者」という。）として認定



を受けた者のうち、次の第１号又は第２号の要件を全て満たす者に対し、予算の範囲内で交付するも

のとする。 

（１）大学生等の場合 

  ア 大学等を卒業した翌月の初日から起算して、６ヵ月以内に対象業種企業に正規雇用により就

業した者 

  イ 県内に勤務し、定住することを目的として県内に住所を有する者 

（２）既卒者の場合 

  ア 大学等在学時に貸与を受けた奨学金について、第１０条に規定する申請（以下、「交付申請」 

という。）の時点で返還残額があり、かつ滞納額がない者 

  イ 第６条第３項に規定する通知のあった日（以下、「認定通知日」という。）の属する年度の翌 

年度の４月末日までに、対象業種企業に正規雇用により就業した者 

   ウ 県内に勤務し、定住することを目的として県内に住所を有する者 

 

（補助金の額） 

第４条 大学等の在学時に、奨学金として貸与を受けた額のうち、別表に掲げる額とする。 

２ 他の自治体が行う奨学金の返還支援事業と重複した場合は、重複した奨学金の額について、補助金

の交付を受けられないものとする。 

 

（補助期間） 

第５条 補助期間は、大学生等にあっては大学等を卒業する日以後直近の４月初日、既卒者にあっては、

認定通知日の属する年度の翌年度の４月初日を起点とした１０年間のうち、対象事業所等に勤務した

８年間とする。ただし、県外事業所等に勤務した期間等は補助期間に含まず、期間の計算に当たって

は、対象事業所等に勤務することとなった日の属する月の翌月(その日が月の１５日以前であるとき

は、その日の属する月)から、対象事業所等に勤務しなくなった日の属する月(その日が月の１５日以

前であるときは、その日の属する月の前月）までの期間の月数の通算によるものとする。 

 

（支給対象者の認定） 

第６条 本補助金の支給を受けようとする者は、知事が指定する期間に、様式第１号（支給対象者認定

申請書）により知事に申請し、支給対象者の認定を受けなければならない。 

２ 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 （１）履歴書（様式第２号） 

 （２）応募理由書（様式第３号） 

（３）大学生等にあっては、奨学金の借り入れを証する書類 

（４）既卒者にあっては、奨学金の返還を証するもの 

（５）在籍又は卒業した大学等の成績証明書 

（６）既卒者のうち山梨県内にある企業を当該企業の都合で離職した者にあっては、その事実が分か 

る書類 

（７）その他知事が必要と認める書類 

３ 知事は、支給対象者の認定をしたときは、その旨を様式第４号（支給対象者認定通知書）により通

知するものとする。 



（支給対象者の要件） 

第７条 本補助金の支給対象者は、次の第１号又は第２号の要件をすべて満たす者とする。 

（１）大学生等の場合 

ア 県内の対象業種企業に就職を希望する大学等の学生で、奨学金を借り入れ、返還予定の者 

イ 大学等を卒業する翌月の初日から起算して、６ヵ月以内に、対象業種企業における、企画・ 

開発、製造部門への就職を希望する者 

ウ 大学等を卒業する日以後直近の４月初日を起点とした１０年間のうち、８年間以上県内に勤 

 務し、かつ県内に定住する見込みであること 

（２）既卒者の場合 

ア 県内の対象業種企業に就職を希望する既卒者で、奨学金を借り入れ、滞納額がない者 

イ 認定申請日の属する年度の翌年度の４月末日までに、対象業種企業における、企画・開発、 

製造部門への就職を希望する者 

ウ 認定申請日の属する年度の翌年度の４月初日を起点とした１０年間のうち、８年間以上県内 

に勤務し、かつ県内に定住する見込みであること 

 

（支給認定の変更等） 

第８条 支給対象者は、第６条第３項の規定により通知を受けた内容に変更があったときは、速やかに

様式第５号（変更承認申請書）により申請し、知事の承認を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による申請について変更承認をしたときは、その旨を様式第６号（変更承認通

知書）により通知するものとする。 

 

（支給対象者の認定の取り消し） 

第９条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を様式第

７号（認定辞退届）により知事に届け出なければならない。 

（１）本補助金の受給を辞退しようとする場合 

（２）奨学金の貸与を取り消され、又は辞退した場合 

（３）留年、１年を超える期間の休学又は停学の処分を受けた場合 

（４）退学した場合 

（５）大学生等が大学等を卒業した翌月の初日から起算して、６ヵ月以内に対象業種企業に就職しな 

かった場合 

（６）既卒者が認定通知日の属する年度の翌年度の４月末日までに対象業種企業に就職しなかった場 

  合 

（７）奨学金返済を滞納した場合 

２ 知事は、前項の規定による届出に基づき認定を取り消したときは、その旨を様式第８号（認定取消

通知書）により支給対象者に通知するものとする。 

 

（交付申請の時期等） 

第１０条 本補助金の交付申請は、支給対象者が、次の各号に定める期間に行うものとする。 

 （１）大学等を卒業した月の属する年度の翌年度に就職する者（既卒者を除く） 第３条に該当する 

こととなった日から１月以内 



 （２）大学等を卒業した月の属する年度に就職する者 第３条に該当することとなった日の属する年

度の翌年度の４月 

 （３）既卒者 認定通知日の属する年度の翌年度の４月 

２ 前項の申請は、様式第９号（交付認定申請書）によるものとする。 

３ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）返還誓約書（様式第１０号） 

（２）連帯保証人の印鑑登録証 

 （３）在職証明書（様式第１１号） 

 （４）住民票の写し 

（５）奨学金の借り入れを証する書類 

（６）第６条第３項の支給対象者認定通知書の写し（第８条第２項の変更承認通知書の写し） 

（７）その他知事が必要と認める書類 

 

（交付決定の時期等） 

第１１条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から、原則として３０日以内に行うものとする。 

２ 知事は、本補助金の交付を決定したときは、様式第１２号（交付決定通知書）により通知するもの

とする。 

 

（交付決定の変更等） 

第１２条 交付決定を受けた者（以下「交付対象者」という。）は、前条の規定により交付決定を受け

た内容に変更があったときは、速やかに様式第１３号（変更承認申請書）により申請し、知事の承認

を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による申請について変更の承認をしたときは、その旨を様式第１４号（変更交

付決定通知書）により通知するものとする。 

 

（各年度報告の時期等） 

第１３条 交付対象者は、規則第１０条の規定による状況報告を、各年度の翌年度の４月１０日までに

行わなければならない。 

２ 前項の報告は、様式第１５号（状況報告書）によるものとする。 

３ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 （１）在職証明書（様式第１１号） 

（２）住民票の写し 

（３）奨学金の返還を証するもの及び奨学金の返還明細書 

（４）第１１条第２項の交付決定通知書の写し（第１２条第２項の変更交付決定通知書の写し） 

 

（補助金の交付方法） 

第１４条 本補助金は、精算払いとする。 

 

（概算払） 

第１５条 次の各号に掲げる全ての要件を満たす場合には、予算の範囲内で、概算払いにより交付する



ことができる。 

（１）県内に住所を有していること 

（２）第５条の計算に従い通算した前年度の勤務期間が１月以上あること 

（３）奨学金の返済を滞納なく履行していること 

２ 前項の規定による概算払いの金額は、交付決定額の８分の１に対象事業所等での勤務が確認できた

月数を乗じ、１２で除した金額（１円未満の端数がある場合は、端数は切捨て）とする。 

３ 交付対象者は、第１項の規定により本補助金の概算払いを受けようとするときは、第１３条第１項

に規定する状況報告に併せて、補助金概算払請求書（様式第１６号）を知事に提出しなければならな

い。 

 

（実績報告の時期等） 

第１６条 交付対象者は、規則第１２条の規定による実績報告を、第５条に規定する補助期間を満了し

た年度の翌年度の４月１０日までに行わなければならない。 

２ 前項の実績報告は、様式第１７号（実績報告書）によるものとする。 

 

（補助金の額の確定） 

第１７条 前条の実績報告を受けた場合には、書類審査等を行い、交付決定内容に従って遂行されてい

ると認めたときは、交付すべき本補助金の額を確定し、様式第１８号（確定通知書）により、支給対

象者に通知するものとする。 

 

（交付決定の取り消し） 

第１８条 次のいずれかに該当した場合には、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）会社都合及び病気、けが等やむを得ない事情による離職期間が、合算して１２ヵ月を超えた場

合 

（２）自己都合（病気、けが等やむを得ない事情による場合を除く。）による離職期間が、合算して

６ヵ月を超えた場合 

（３）県外に転出した場合（ただし、会社都合による県外勤務期間を除く。） 

（４）奨学金返済を滞納した場合 

（５）奨学金返済を免除された場合 

（６）第１３条による各年度報告を怠った場合 

（７）他の自治体が行う奨学金の返還支援事業と重複した場合 

２ 前項の規定により交付決定を取り消す場合は、第５条の計算に従い通算した勤務期間が、３年に満

たない場合は、交付決定の全てを取り消すものとし、３年以上である場合は、１年に満たない勤務期

間を切り捨てて求めた年単位の期間を除いた期間について交付決定を取り消すものとする。 

３ 知事は、第１項の規定により交付決定を取り消した場合は、様式第１９号（交付決定取消通知書）

により通知するものとし、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期

限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

 

（加算金及び延滞金） 

第１９条 交付対象者は、第１８条第１項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたと



きは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額につき

１０．９５パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。 

２ 補助金等が二回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命

ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額が

その日に受領した額をこえるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞ

れの受領の日において受領したものとする。 

３ 交付対象者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の

翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき１０．９５パーセントの割合で計算した延

滞金を県に納付しなければならない。 

４ 知事は、第１項及び第３項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、交付対象者

の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

５ 交付対象者は、前項の申請をしようとする場合には、当該補助金等の返還を遅延させないためにと

った措置及び当該加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となる事項を記載した申請

書（様式任意）を知事に提出しなければならない。 

６ 知事は、第４項の免除をする場合には、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は

その条件を交付対象者に通知するものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年９月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年５月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年７月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行日前に改正前の山梨県ものづくり人材就業支援事業費補助金交付要綱に規定する

様式により作成された書類は、改正後の山梨県ものづくり人材就業支援事業費補助金交付要綱に規定

する様式に作成された書類とみなす。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 



別表（第４条関係） 

区分 補助金の額 

１ 第一種奨学金のみ

の貸与を受けた期間 

卒業前２年間に第一種奨学金として貸与を受けた額 

２ 第二種奨学金のみ

の貸与を受けた期間 

卒業前２年間に第二種奨学金として貸与を受けた額（ただし、月額の補助上

限額は、独立行政法人日本学生支援機構法施行令（平成１６年政令第２号）

第１条第１項の表の上欄に掲げる学校を卒業した者について、同欄に掲げる

学校等及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める月額の最高

額とする。） 

３ 第一種奨学金、第二

種奨学金の両方の貸与

を受けた期間 

卒業前２年間に第一種奨学金として貸与を受けた額及び第二種奨学金とし

て貸与を受けた額（ただし、月額の補助上限額は、２の区分と同様とする。） 

※ ２及び３の区分において、通学形態の変更の事由が生じた月の月額の補助上限額は、自宅外通学

の区分の下欄に定める月額の最高額とする。 

※ 既卒者については、１から３の区分における補助金の額は、交付申請の時点の奨学金返還残額に

より計算するものとする。 

 


